
ち
ょ
っ
と
お
得
な
マ
ネ
ー
＆
ラ
イ
フ
入
門

第
159
回

令
和
８
年
度
の
税
制
改
正
大
綱
で
は
、
税
負
担
の
公
平
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
富
裕
層
に
対
す
る
課
税

強
化
策
が
複
数
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
そ
の
中
で
も
特
に
注
目
さ
れ
る「
ミ
ニ
マ
ム
タ
ッ
ク
ス

（
極
め
て
高
い
水
準
の
所
得
に
対
す
る
負
担
の
適
正
化
措
置
）の
見
直
し
」と「
ふ
る
さ
と
納
税
の
定
額
上
限

の
導
入
」に
つ
い
て
確
認
し
て
い
き
ま
す
。

令
和
８
年
度
税
制
改
正
の
確
認
を
し
ま
し
ょ
う
！

ミ
ニ
マ
ム
タ
ッ
ク
ス
税
制
と
は

　
ミ
ニ
マ
ム
タ
ッ
ク
ス
の
正
式
名
称

は「
特
定
の
基
準
所
得
金
額
の
課
税

の
特
例（
極
め
て
高
い
水
準
の
所
得

に
対
す
る
負
担
の
適
正
化
措
置
）」

で
す
。

　
日
本
の
所
得
税
は
累
進
課
税
制
度

を
採
用
し
て
お
り
、
給
与
所
得
な
ど

の
税
率
は
最
高
45
％
に
達
し
ま
す
。

一
方
、
株
式
の
譲
渡
益
や
配
当
金
な

ど
の
金
融
所
得
は
一
律
約
2 

0
・

3
1
5
％
（
所
得
税
15
％
＋
住
民
税

５
％
＋
復
興
特
別
所
得
税
0
・

岩田 まり子
Mariko Iwata

大阪シティ信用金庫提携の（株）ライオ
ン橋パートナーズ代表取締役。大阪商
工会議所セミナー講師などを務める。

ミニマムタックス!?

し
ま
す
。
基
準
所
得
金
額
に
は
、
上

場
株
式
の
配
当
・
譲
渡
益（
申
告
不

要
を
選
択
し
て
い
た
も
の
も
含
む
）

が
算
入
さ
れ
ま
す
が
、N
I
S
A
口

座
の
非
課
税
所
得
や
エ
ン
ジ
ェ
ル
税

制
に
よ
る
非
課
税
所
得
は
除
外
さ
れ

ま
す
。

　
な
お
、
給
与
所
得
や
事
業
所
得
の

み
で
高
所
得
の
方
は
、
す
で
に
累
進

税
率
に
よ
る
高
い
税
負
担
が
な
さ
れ

て
い
る
た
め
、
通
常
は
本
制
度
の
対

象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
金
融
所
得
の

割
合
が
高
い
方
が
主
な
対
象
者
で
す
。

令
和
９
年
分
か
ら
の
改
正
内
容

　
令
和
８
年
度
与
党
税
制
改
正
大
綱

（
2
0
2
5
年
12
月
19
日
公
表
）で

は
、
ミ
ニ
マ
ム
タ
ッ
ク
ス
の
大
幅
な

見
直
し
が
盛
り
込
ま
れ
ま
し
た
。
令

和
９
年
分
の
所
得
か
ら
適
用
さ
れ
ま

す
。主
な
変
更
点
は
次
の
２
つ
で
す
。

● 

特
別
控
除
額
の
引
き
下
げ

　
現
行
の
特
別
控
除
額
3
・
3
億
円

が
、1
・
6 

5
億
円（
半
額
）に
引
き

下
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
こ

れ
ま
で
対
象
外
で
あ
っ
た
所
得
水
準

3
1
5
％
）の
分
離
課
税
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　
こ
の
税
率
構
造
の
違
い
に
よ
り
、

金
融
所
得
の
割
合
が
高
い
超
富
裕
層

ほ
ど
所
得
税
の
実
効
税
負
担
率
が
低

下
す
る
と
い
う
現
象
が
生
じ
て
い
ま

す
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る「
１
億
円
の

壁
」と
呼
ば
れ
る
問
題
で
す
。

　
ミ
ニ
マ
ム
タ
ッ
ク
ス
は
、
こ
の
不

公
平
を
是
正
す
る
た
め
に
、
超
高
所

得
者
に
対
し
て
最
低
限
の
税
負
担
を

求
め
る
仕
組
み
と
し
て
創
設
さ
れ
ま

し
た
。

る
た
め
、
高
所
得
者
ほ
ど
高
額
な
返

礼
品
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
、
制

度
の
公
平
性
に
課
題
が
あ
る
と
の
指

摘
が
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

2 

改
正
の
内
容

　
令
和
８
年
度
税
制
改
正
大
綱
で
は
、

個
人
住
民
税
に
お
け
る
寄
付
金
税
額

控
除
の
う
ち
、
ふ
る
さ
と
納
税
に
係

る
特
例
控
除
額
に
定
額
の
上
限
が
設

け
ら
れ
ま
し
た
。

　
具
体
的
に
は
、
道
府
県
民
税
・
市

町
村
民
税
の
特
例
控
除
額
の
限
度
額

合
計
が
1
9
3
万
円
に
設
定
さ
れ

ま
す
。
所
得
税
の
寄
付
金
控
除
と
住

民
税
の
基
本
控
除
分
を
合
わ
せ
た
全

体
で
は
、
約
4
3
8
万
円
が
実
質

的
な
上
限
と
な
り
ま
す
。

　
影
響
を
受
け
る
の
は
主
に
給
与
収

入
が
約
１
億
円
以
上
の
高
所
得
者
で

す
。
そ
れ
以
下
の
所
得
水
準
の
方
は

従
来
ど
お
り
所
得
に
応
じ
た
控
除
限

度
額
が
適
用
さ
れ
る
た
め
、
実
質
的

な
影
響
は
あ
り
ま
せ
ん
。

3 

適
用
時
期

　
本
改
正
は
令
和
10
年
度
以
後
の
個

人
住
民
税
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

住
民
税
は
前
年
の
所
得
を
基
に
計
算

さ
れ
る
た
め
、
実
質
的
に
令
和
９
年

以
降
の
寄
付
か
ら
限
度
額
計
算
に
留

意
が
必
要
で
す
。

4 

経
費
率
の
見
直
し

　
あ
わ
せ
て
、
自
治
体
の
事
業
に
活

用
で
き
る
寄
付
金
の
割
合
を
60
％
以

上
と
す
る
方
針
も
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

現
行
の
経
費
率
上
限
50
％
か
ら
実
質

的
に
経
費
を
40
％
以
下
に
抑
え
る
方

向
で
あ
り
、
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
事
業

者
へ
の
手
数
料
等
の
縮
減
が
求
め
ら

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
と
め

　
ミ
ニ
マ
ム
タ
ッ
ク
ス
の
見
直
し
と

ふ
る
さ
と
納
税
の
定
額
上
限
導
入
は
、

い
ず
れ
も
税
負
担
の
公
平
性
確
保
を

目
的
と
し
た
改
正
で
す
。
特
に
ミ
ニ

マ
ム
タ
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
は
対
象
者

が
大
幅
に
拡
大
す
る
た
め
、
数
億
円

規
模
の
資
産
売
却
等
を
予
定
し
て
い

る
方
は
早
期
の
対
策
が
必
要
で
す
。

　
今
後
の
法
案
審
議
の
動
向
に
も
注

目
し
な
が
ら
、
自
身
へ
の
影
響
を
確

認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

の
方
も
新
た
に
ミ
ニ
マ
ム
タ
ッ
ク
ス

の
対
象
と
な
り
ま
す
。

●
最
低
税
率
の
引
き
上
げ

額
不
動
産
の
譲
渡
を
行
う
オ
ー
ナ
ー

経
営
者
・
資
産
家
に
も
影
響
す
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。
令
和
9
年
以
降

に
株
式
譲
渡
を
予
定
し
て
い
る
方
は
、

譲
渡
時
期
に
よ
り
税
負
担
が
億
円
単

位
で
変
わ
る
場
合
も
あ
る
た
め
、
事

前
に
専
門
家
へ
相
談
す
る
こ
と
が
重

要
で
す
。

ふ
る
さ
と
納
税
の
定
額
上
限
の
導
入

1 

改
正
の
背
景

　
ふ
る
さ
と
納
税
は
、
居
住
地
以
外

の
自
治
体
に
寄
付
を
行
っ
た
場
合
、

寄
付
金
額
か
ら
2
0
0
0
円
を
差

し
引
い
た
額
が
所
得
税
・
住
民
税
か

ら
控
除
さ
れ
る
仕
組
み
で
す
。
制
度

の
普
及
に
よ
り
寄
付
金
受
入
額
は
年

間
1
・
2
兆
円
を
超
え
る
規
模
に
ま

で
拡
大
し
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
現
行
制
度
で
は
所
得
が

高
い
人
ほ
ど
控
除
限
度
額
も
高
く
な

超富裕層の話で
しょ？

対象になりそうな方は
早めに顧問税理士

などに相談
しましょう

M&Aの
株式譲渡金額の
譲渡益が
負担増の恐れ!!

そろそろ会社を
M&Aして引退し
ようかと思ってい
るんだ

ミニマムタックス
ご存知ですか？

1億円の壁 を是正する制度を是正する制度

現
行
制
度
の
仕
組
み

　
現
行
の
ミ
ニ
マ
ム

タ
ッ
ク
ス
で
は
、
年

間
の
基
準
所
得
金
額

が
3
・
3
億
円
を
超

え
る
場
合
に
適
用
さ

れ
ま
す
。
具
体
的
な

計
算
式
は
下
記
の
と

お
り
で
す
。

　
下
記
の
左
辺
が
右

辺
を
超
え
る
場
合
、

そ
の
差
額
を
追
加
で

所
得
税
と
し
て
納
税

現行の計算式

（基準所得金額－3.3億円）
× 22.5％ 

＞ 基準所得税額

改正後の計算式

（基準所得金額－1.65億円）
×30％ 

＞ 基準所得税額

　
最
低
負
担
税
率
が

現
行
の
2 

2
・
5
％

か
ら
30
％
に
引
き
上

げ
ら
れ
ま
す
。
改
正

後
の
計
算
式
は
下
記

の
と
お
り
で
す
。

　
こ
の
結
果
、
ミ
ニ

マ
ム
タ
ッ
ク
ス
の
対

象
と
な
る
所
得
の
下

限
は
、
株
式
譲
渡
所

得
の
み
の
場
合
で
約

1 

0
・
3
億
円
か
ら

約
3
・
4
億
円
へ
と

大
幅
に
引
き
下
が
り
ま
す
。
復
興

税
・
住
民
税
を
含
め
た
株
式
譲
渡
所

得
に
対
す
る
最
高
税
率
は
3 

５
・
６ 

３
％
に
達
し
ま
す
。

実
務
上
の
留
意
点

　

改
正
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で「
一
部

の
超
富
裕
層
向
け
の
制
度
」と
考
え

ら
れ
て
い
た
ミ
ニ
マ
ム
タ
ッ
ク
ス
が
、

M
&
A
に
よ
る
自
社
株
売
却
や
高

2027年
〈控除額〉3.3億円 ⇒1.65億円へ1.65億円へ
〈税　率〉22.5％ ⇒30％へ30％へ

関係ない
ような…

2026.6　せんだぎ　0607　2026.6　せんだぎ


